
所持金品の管理  所持金品は、自己の責任で管理してください。 

宗教活動・政治活動 
施設内での他の療養者に対する執拗な宗教活動及び政治活

動はご遠慮ください。 

動物飼育 施設内へのペット等の持ち込み及び飼育はお断りします。 

 

 

６ 衛生管理等について 

⑴ 入所者の使用する施設、食器その他の設備又は飲用に供する水について、衛生的な管理に努める
とともに、衛生上必要な措置を講じます。 

⑵ 食中毒及び感染症の発生を防止するための措置等について、必要に応じて保健所の助言、指導を 

求めるとともに、常に密接な連携に努めます。 

⑶ 施設において感染症又は食中毒が発生し、又はまん延しないように、次に掲げる措置を講じます。 
① 施設における感染症又は食中毒の予防及びまん延防止のための対策を検討する委員会をおお
むね2月に１回以上開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底しています。 

② 施設における感染症又は食中毒の予防及びまん延防止のための指針を整備しています。 
③ 従業者に対し、感染症及び食中毒の予防及びまん延防止のための研修並びに感染症の予防及
びまん延の防止のための訓練を定期的に実施します。 

④ ①から③までのほか、厚生労働大臣が定める感染症又は食中毒の発生が疑われる際の対処等
に関する手順に沿った対応を行います。 

 

 

７ 業務継続計画の策定等について 

(1) 感染症や非常災害の発生時において、入所者に対する介護医療院サービスの提供を継続的に実   

施するため、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画（業務継続計画）を策定し、

当該業務継続計画に従って必要な措置を講じます。 

(2) 従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施しま

す。 

(3) 定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行います。 

 

 

８ 緊急時等における対応方法 

    施設において、サービス提供を行っている際に入所者の病状の急変が生じた場合は、速やかに担当

医師へ連絡し必要な措置を講じます。 

    入所者の病状からみて、当施設において自ら必要な医療を提供することが困難な場合には、協力医

療機関その他適当な医療機関への入院のため措置、又は他の医師の対診を求める等診療について

適切な措置を講じます。 

    入所者のために往診を求め、又は入所者を医療機関に通院させる場合には、当該医療機関の医師又  

は歯科医師に対し、入所者の診療状況に関する情報を提供します。また、当該医療機関等から入所者  

の療養上必要な情報の提供を受け、その情報により適切な診療を行います。 

    当施設の協力医療機関及びに歯科医療機関は下記のとおりです。 


